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１．簡易水道事業経営戦略の策定にあたって 
 

１）経営戦略策定の趣旨 

本市の大滝区簡易水道事業※1は、1970年（昭和45年）の事業認可※2による本町地区

簡易水道事業に始まり、続いて北湯沢地区、優徳地区が認可され、現在は三地区が一つ

に事業統合され大滝区簡易水道事業となり、安全で安定した水道水の供給に努めてきま

した。 

現在の水道事業を取り巻く環境は、水道施設や管路の老朽化による更新時期の到来や

人口減少等に伴う料金収入減により厳しさを増してきています。 

伊達市大滝区簡易水道事業においても例外ではなく、住民の日常生活に欠かすことの

できない水の提供を将来にわたり安定的に継続することが可能となるよう、事業運営の

効率化とともに健全な事業経営に努める必要があります。 

本計画は、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測や経営健全化、財源確保の具体

的方策を整理し、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略※3」としてとりまとめ安

定した事業経営に努めようとするものです。 

 

 

　　・水道施設の維持管理費

　　　　財源の見通し

　　　　・起債

　　施設・設備投資の見通し

投資・財政計画（収支計画）

　　　　・水道料金

　　人件費・維持管理費の見通し

投資試算 財源試算
均 衡

　　・施設・機械設備の更新費 　　　　・他会計繰入金

【経営戦略のイメージ】 
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２）経営戦略の位置づけ 

本市の基本計画である「第７次伊達市総合計画」には、水道についての基本方針が盛

り込まれています。 

また、「伊達市水道ビジョン※4」は、本市の水道事業の運営に関する方向性及び施策

の推進に関する基本的な考え方を示しています。 

本経営戦略は、これら上位計画の施策や目標を実現するための経営に関する基本計画

であり、中長期的な視点に立った投資・財政計画に基づく戦略的な経営を推進するもの

です。 

 

 

３）経営戦略の計画期間 

本経営戦略の計画期間は、2020年度（令和２年度）から2029年度（令和11年度）まで

の10年間とします。 

現行の伊達市水道ビジョンを踏襲しながら、必要に応じて見直しを行うものです。 

 

 

～2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

（H29） （H30） （R1） （R2） （R3） （R4） （R5） （R6） （R7） （R8） （R9） （R10） （R11） （R12） （R13）

伊達市水道ビジョン
2012（H24）～2021（R3）

伊達市大滝区簡易水道事業経営戦略
2020（R2）～2029（R11）

伊達市水道事業ビジョン
2022（R4）～2031（R13）

第７次伊達市総合計画
2019（H31）～2028（R10）
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供用開始年月日 1971年（昭和46年）７月１日

有収水量密度 0.48千㎥/ha

法適（全部・財務）・非適の区分 法適（財務）

計画給水人口 1,700人

現在給水人口 　　　　　　　　 816人

項　　目 施設概要名　　称

1,011㎥/日

凝集沈澱・急速ろ過※7・膜ろ過※8・塩素滅菌

本町浄水場※5

公称施設能力 　300㎥/日

浄 水 方 法 沈澱・緩速ろ過※6・塩素滅菌

優徳浄水場
公称施設能力 　210㎥/日

浄 水 方 法 沈澱・緩速ろ過・塩素滅菌

北湯沢浄水場
公称施設能力

浄 水 方 法

２．事業概要 
 

 

１） 簡易水道事業の沿革  
 

大滝区簡易水道事業は、本町地区の簡易水道事業が始まりで、1970年（昭和45年） 

３月末に当初認可を取得、翌1971年（昭和46年）７月に供用を開始し、その後1981 

年（昭和56年）、1994年（平成６年）に認可変更を行っています。 

北湯沢地区の簡易水道事業は、1973年（昭和48年）３月末に当初認可を取得し、1975 

年（昭和50年）４月に供用を開始、その後1985年（昭和60年）に拡張による認可変更 

を行っています。また、優徳地区の簡易水道事業は、1979年（昭和54年）６月末に当 

初認可を取得、翌1980年（昭和55年）４月に供用を開始しています。 

1995年（平成７年）６月には北湯沢地区と優徳地区の簡易水道事業を統合する認可

変更を行い、その後2001年（平成13年）と2007年（平成19年）に拡張事業認可を行っ

ています。 

2010年（平成22年）３月には北湯沢・優徳地区簡易水道事業と本町地区簡易水道事 

業を事業統合し名称を「大滝区簡易水道事業」と改めました。 

 2018年（平成30年）４月には公営企業会計への移行を行い現在に至っています。  

 

 

２）事業の現況 
 

（１） 給 水 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             （平成30年度末現在）  

（２） 浄水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（平成30年度末現在） 
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本町配水池※9 ３池
長流川水系本町川右岸

V=206㎥

名　　称 配水池数 種別

表流水

長流川水系村雨川 V=154㎥

長流川水系左股川

水　　源 配水池容量

長流川水系共徳川
V=941㎥

長流川水系ｶﾊﾞﾕｻﾝﾅｲ川

施設利用率 (＝１日平均給水量/計画１日最大給水量) 61.2%

計画１日最大給水量 1,521㎥/日

１日平均給水量 　942㎥/日

優徳配水池 ２池 表流水

北湯沢配水池 ２池 表流水

37,148ｍ合　計

導　水　管※10

送　水　管※11

名　称 延　長

配　水　管※12

 2,277ｍ

 5,472ｍ

29,399ｍ

 

 

（３）配水施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（平成30年度末現在）  

 

（４）管路延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        （平成30年度末現在）  

 

 

（５）料金体系の概要・考え方 
 

簡易水道事業の水道料金体系は以下のとおりです。 

用途を家事用、家事用以外、浴場用に分類し、更に口径別に区分しています。料 

金体系は基本料金と超過料金の合計額に消費税額を加算した金額を請求する二部

料金制となっています。 

基本料金は、給水を行うための基本的な費用（水道施設整備費、水道メーターの

取替えや水道料金の徴収などにかかる経費）となるため、用途やメーター口径によ

り料金が変わります。超過料金は口径による区分はなく、使用水量が多くなると単

価が高くなる逓増
ていぞう

制の料金体系※13を採用しています。 
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職 員 数 水　道　課　11名、地域振興課　５名

職　　種
水　道　課　事務職員 ５名、技術職員 ６名
地域振興課　事務職員 ４名、技術職員 １名

年齢構成
水　道　課　20歳代：３名、30歳代：１名、40歳代：６名、60歳代：１名
地域振興課　20歳代：１名、40歳代：１名、50歳代：３名

 

料金体系の概要 

（消費税を除く） 

用　途 口径（mm）

13～25 950円 9m³～15m³ 130円

40 4,150円 16m³以上 160円

50 5,880円

13～25 2,000円

40 5,190円 11m³～50m³ 150円

50 7,380円 51m³～1,000m³ 190円

75 14,070円 1,001m³～5,000m³ 220円

100 22,960円 5,001m³ 280円

150 66,660円

200 103,810円

浴場用 区別なし 4,390円 100m³まで 101m³以上 50円

家事用以外 10m³まで

基本料金 超過料金（１m³あたり）

家事用 8m³まで

 
※料金改定年月日：2017年（平成29年）４月１日（消費税のみの改定は含まない） 

 

 

（６）組 織 

本市の簡易水道事業は、建設部水道課及び水道課（簡易水道）の兼務発令を受け

る地域振興課が担っており、水道課長、水道課参事、料金係５名、建設係５名、地

域振興課４名の合計16名が簡易水道事業を運営しています。 

 
 

                 料金係（総務庶務、経理全般） 
 

建設部水道課  課長－参事  建設係（工事） 
  

                 地域振興課（浄水、配水、給水）    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成31年４月１日現在） 
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３）これまでの主な経営健全化の取組み 

（１）維持管理業務の委託 
 

浄水施設維持管理等の業務を民間業者に委託し効率化と経費削減を図っていま

す。 

 

（２）事業統合 
 

2010年度（平成22年度）に区内に２つあった簡易水道事業を事業統合し名称を「大

滝区簡易水道事業」と改め運営の効率化を図りました。 

2017年度（平成29年度）には水道事業との料金統一を行いました。 

 

（３）公営企業会計への移行 
 

2018年（平成30年）４月に公営企業会計への移行を行いました。 

これに伴い、経営状況の明確化や経営意識の向上、消費税の削減等による経営基 

盤の強化に取り組んでいます。 

 

（４）漏水対策 
 

漏水対策として、配水量を流量計等で常に測定し監視しています。 

また、漏水箇所を発見したときは、迅速に修繕を行い漏水量の削減に努めていま

す。 

 

（５）料金未納者対策 
 

収納対策については、納期限超過後も納付のない利用者に対し、督促状の送付を 

行い、催告書→給水停止予告書→給水停止執行通知書の順に通知を送付し、それで 

も納付がない場合には、給水停止の措置を行っています。 
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４）経営比較分析表〔2018年度（平成30年度）版〕を活用した現状分析 

（１）経営の健全性・効率性 
 

経営の健全化を示す「経常収支比率」は100％以上となっているものの「料金回 

収率」「給水原価」から給水収益で費用を賄うことが出来ず、一般会計からの繰入 

金によって収支不足を補填していることから、経費削減等による経営改善が必要な 

状況となっています。 

「施設利用率」については、北湯沢地区の大口利用者における繁忙期とそれ以外 

の期間の水需要の差が大きいこと、「有収率」については、残留塩素濃度対策や凍 

結防止対策などの事業運営上の政策的な影響から改善が難しく、今後も同水準で推 

移するものと予測しています。 

 

（２）老朽化の状況 
 

「有形固定資産減価償却率」は、法定耐用年数を迎える管路や施設の増加に伴い

上昇傾向で、資産の老朽化が進行していることから経営戦略等に基づき計画的に更

新を行っていきます。 

「管路経年化率」は、2029年度（令和11年度）までの経営戦略の中では管路の更

新は計画していないことから上昇すると予測しています。  

今後は目標設定耐用年数※14による更新を行うこととし、修繕による延命化を図

りながら2030年度（令和12年度）以降から計画的に更新を行う予定となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

経
営

比
較

分
析

表
〔

2
0
1
8
年

度
（

平
成

3
0
年

度
）

版
〕

 
 

 

 

 

 

 

グ
ラ

フ
凡

例
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

平
成

3
0
年

度
全

国
平

均

北
海

道
　

伊
達

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

4
4
4
.
2
1

7
7
.
3
6

■

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
現

在
給

水
人

口
(
人

)
給

水
区

域
面

積
(
k
m
2
)

給
水

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

法
適

用
水

道
事

業
簡

易
水

道
事

業
C
4

非
設

置
3
4
,
3
6
5

－

-
5
2
.
3
2

8
2
.
6
7

2
,
6
5
0

8
1
6

4
.
2
8

1
9
0
.
6
5

【
】

全
体

総
括

　
平

成
3
0
年

度
は

公
営

企
業

法
適

用
後

（
一

部
適

用
）

初
年

度
の

決
算

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
簡

易
水

道
事

業
は

、
法

適
前

同
様

に
給

水
収

益
だ

け
で

は
費

用
を

賄
う

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

が
必

要
な

経
営

状
況

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
今

後
、

給
水

人
口

の
減

少
や

節
水

意
識

な
ど

に
よ

る
水

需
要

の
減

少
に

よ
り

給
水

収
益

の
減

少
が

見
込

ま
れ

る
一

方
で

、
施

設
や

機
械

設
備

の
老

朽
化

に
よ

る
多

額
の

費
用

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

か
ら

、
経

営
戦

略
の

策
定

を
通

し
て

よ
り

一
層

の
経

営
の

健
全

化
を

図
っ

て
い

き
ま

す
。

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

　
①

経
常

収
支

比
率

は
、

1
0
0
％

以
上

と
な

っ
て

い
る

も
の

の
収

益
に

は
一

般
会

計
か

ら
の

繰
入

金
を

含
ん

で
い

る
こ

と
か

ら
、

経
費

の
抑

制
等

に
よ

る
経

営
改

善
が

必
要

な
状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

②
累

積
欠

損
金

比
率

は
、

法
適

化
へ

の
移

行
に

伴
い

事
業

の
性

質
上

一
定

期
間

生
じ

る
も

の
で

、
未

収
金

の
消

費
税

申
告

に
よ

る
も

の
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

③
流

動
比

率
は

、
類

似
団

体
と

比
較

し
大

き
く

下
回

っ
て

い
ま

す
。

こ
れ

は
流

動
負

債
に

含
ま

れ
る

起
債

残
高

が
流

動
資

産
を

超
え

て
い

る
た

め
で

す
が

、
今

後
起

債
残

高
の

減
少

と
と

も
に

上
昇

し
て

い
く

見
込

み
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

な
お

、
短

期
的

な
債

務
に

対
す

る
支

払
い

に
つ

い
て

は
、

償
還

・
返

済
の

原
資

を
給

水
収

益
等

で
賄

っ
て

い
き

ま
す

。
　

④
企

業
債

残
高

対
給

水
収

益
比

率
は

、
類

似
団

体
平

均
値

並
み

の
水

準
で

あ
り

、
今

後
は

令
和

5
年

度
ま

で
起

債
予

定
が

な
い

こ
と

か
ら

起
債

残
高

は
減

少
し

て
い

く
見

込
み

で
す

。
　

⑤
料

金
回

収
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
も

低
く

、
給

水
収

益
で

回
収

す
べ

き
経

費
を

賄
え

き
れ

て
い

な
い

状
況

と
な

っ
て

お
り

、
経

費
削

減
等

に
よ

る
経

営
改

善
が

必
要

な
状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

⑥
給

水
原

価
は

、
類

似
団

体
平

均
値

よ
り

も
低

く
な

っ
て

い
ま

す
が

、
経

費
の

抑
制

、
水

需
要

に
あ

っ
た

施
設

の
再

編
等

の
経

営
改

善
が

必
要

な
状

況
と

な
っ

て
い

ま
す

。
　

⑦
施

設
利

用
率

は
、

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
も

高
く

な
っ

て
い

ま
す

が
、

繁
忙

期
と

そ
れ

以
外

の
期

間
の

水
需

要
の

差
が

大
き

い
こ

と
か

ら
施

設
利

用
率

の
上

昇
は

難
し

く
、

今
後

も
同

水
準

で
推

移
す

る
も

の
と

見
込

ん
で

い
ま

す
。

　
⑧

有
収

率
は

、
長

期
間

の
漏

水
が

影
響

し
た

こ
と

か
ら

、
類

似
団

体
の

平
均

値
を

下
回

り
ま

し
た

。
　

今
後

は
上

昇
傾

向
に

は
な

る
も

の
の

、
残

留
塩

素
濃

度
対

策
や

凍
結

防
止

対
策

な
ど

の
事

業
運

営
上

の
政

策
的

な
影

響
か

ら
類

似
団

体
平

均
値

並
み

の
水

準
と

な
る

見
込

み
で

す
。
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老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

　
①

有
形

固
定

資
産

減
価

償
却

率
は

法
定

耐
用

年
数

を
迎

え
る

管
路

や
施

設
の

増
加

に
伴

い
上

昇
傾

向
で

、
資

産
の

老
朽

化
が

進
行

し
て

い
る

こ
と

か
ら

経
営

戦
略

等
に

基
づ

き
計

画
的

に
更

新
を

行
っ

て
い

き
ま

す
。

　
②

管
路

経
年

化
率

は
、

令
和

1
1
年

度
ま

で
の

経
営

戦
略

の
中

で
は

管
路

の
更

新
を

計
画

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
上

昇
す

る
と

予
測

し
て

い
ま

す
。

　
③

管
路

更
新

率
は

、
平

成
3
0
年

度
に

漏
水

に
よ

る
配

水
管

布
設

替
工

事
を

実
施

し
ま

し
た

が
、

②
同

様
の

理
由

か
ら

更
新

率
は

０
％

で
推

移
す

る
と

予
測

し
て

い
ま

す
。

　
今

後
は

目
標

設
定

耐
用

年
数

に
よ

る
更

新
を

行
う

こ
と

と
し

、
修

繕
に

よ
る

延
命

化
を

図
り

な
が

ら
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令
和

1
2
年

度
以

降
か

ら
計

画
的
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更

新
を

行
う
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な

っ
て

い
ま

す
。
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３．将来の事業環境 
 

１）給水人口の予測 

給水区域内人口※15×給水普及率※16により給水人口※17を推計した結果は以下のと

おりです。 

計画期間最終年度である2029年度（令和11年度）では給水人口は718人となり、10

年間で70人程度の減少を予測しています。 
給水人口の推計 

 

※給水人口については「伊達市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン・総合戦略」に基づき予測しています。 

 

２）水需要の予測※18 

有収水量※19、一日平均給水量※20、一日最大給水量※21の推計結果は以下のとおり

です。給水人口の減少に伴い家事用の給水量も減少傾向と予測しています。 

一方で家事用以外は大口利用者の使用状況に大きく影響され、料金統一の際は節水

意識などから大きく減少したものの、その後は安定しており、今後は横ばいで推移す

るものと予測したことから、全体的に給水量は緩やかに減少する見通しです。 
 

有収水量・一日平均給水量・一日最大給水量の推計 

 

 

 

 

 

 

 

718 

有収水量    

 一日最大給水量  

推計値 実績値 

推計値 実績値 

1,121 

562 有収水量  

一日最大給水量   1,097 

549 

791 
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３）料金収入の見通し 
 

 簡易水道料金収入の推計結果については以下のとおりです。 

2017年度（平成29年度）に水道事業との料金統一を図り、経過措置を設けたことから

2020年度（令和２年度）までは増加するものと予測されますが、それ以降は水需要の予

測同様に、家事用は減少傾向となり、家事用以外は横ばいで推移していくと予測されま

す。 

計画期間最終年度の2029年度（令和11年度）では３，１６０万８千円が推計されてお

り、全体的に料金収入は緩やかに減少すると予測しています。 

 

料金収入の推計 

 
 

 

４）組織の見通し 

これまで業務の見直しや各種業務の民間委託により、事業の効率化と経費削減に努め

てきました。 

今後は、公営企業会計の移行による業務量の増加や老朽化した施設や機械設備の更 

新等による事業量の増加が見込まれる中で、適切な人員配置を行うとともに技術や事

務業務の継承が確実に行われる体制を維持していきます。 

   

  

 

 

 

実績値 推計値 

31,608 32,329 

（消費税抜き） 
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４．経営の基本方針 
 

１）基本理念 

伊達市大滝区簡易水道事業では、伊達市水道ビジョンにおいて定めた基本理念『人と

自然にやさしい水道』に基づき、安心・安全に飲める水を安定的に供給しながら経営基

盤を強化し、ライフラインとしての役割を充実させていきます。 

基本理念～ 『人と自然にやさしい水道』 

また、基本理念を実現するための具体的な施策として、基本方針を以下のとおりとし

ます。 

基本方針～  ■ 安心して飲める水の確保 

■ 安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築 

■ 健全で持続可能な事業運営  

■ 環境にやさしい水道 

 

 

２）具体的な施策 
 

（１）安心して飲める水の確保に対する施策 

      河川水対策等により良質な原水確保を行い、安心して飲める水道の供給を目指し  

  ます。 

また、残留塩素濃度0.4mg／㍑以下を目標とし「おいしい水」の供給に努めます。 

 

（２）安定した水の供給・災害に強い水道システムの構築に対する施策 

水需要にあった施設の再編を行い、老朽化した水道施設に対して、給水の安定性 

  を確保するために計画的な更新を実施します。 

 

（３）健全で持続可能な事業運営に対する施策 

 建設投資額を考慮した10年間の詳細な事業計画を作成し、水道料金や借入額を調 

整し健全な経営を維持することに努めます。 

 

（４）環境にやさしい水道に対する施策 

水源の定期的な維持管理や水源周辺の開発行為等の監視により、水源水質や水量 

の保全に努めます。 
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５．投資・財政計画（収支計画） 
  

１）投資・財政計画（収支計画）の前提条件 

 

投資・財政計画（収支計画）の前提条件は以下のとおりです。 

前提条件 

収 

益 

的 

収 

支 
※22 

収 

益 

的 

収 

入 

料金収入 
過年度の３年平均値に対し人口減少率により算定 
※家事用以外における収入については、人口減少率ではなく別途予測値

で算定 

その他営業収益 過年度の実績値に増加分を加えて算定 

補助金 収益的収支の不足額分を計上 

長期前受金戻入※23 過年度の実績値を踏まえて算定 

その他営業外収益 繰出基準に基づく利息償還分に雑収益等を加えて算定 

収 

益 

的 

支 

出 

職員給与費 現状の職員数を維持して算定 

経費（動力費、 

修繕費、材料費） 
過年度の３年平均値にて算定 

経費（その他） 過年度の３年平均値にて算定 

減価償却費※24 投資計画を踏まえて算定 

支払利息 
既発債：年度別償還予定額による 

新発債：半年賦元利均等償還・年利率 0.2％で算定 

その他営業外費用 過年度の実績値を踏まえて算定 

資 

本 

的 

収 

支 
※25 

資 

本 

的 

収 

入 

企業債 起債対象事業費から算定 

他会計出資金 繰出基準に基づき算定 

資 

本 

的 

支 

出 

建設改良費※26 更新計画に基づき算定 

企業債償還金 償還期間に基づき算定 

※投資・財政計画（収支計画）の一覧表は、P18・19に掲載しています。 
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合　計 37,148ｍ 5,862ｍ 15.8%

送　水　管  5,472ｍ 　　0ｍ  0.0%

配　水　管 29,399ｍ 5,827ｍ 19.8%

名　称 延　長
法定耐用年数(40年)

経過管延長
経過割合

導　水　管  2,277ｍ    35ｍ  1.5%

２）投資・財政計画（収支計画）のうち投資についての説明 
 

（１）投資の目標 

将来にわたって安心・安全な水を供給するため、施設の更新・改修を進めます。 

 

（２）整備方針 

施設の重要度や老朽度から更新・改修の優先順位を決定します。また、維持・補 

修により延命化を図るとともに、目標設定耐用年数を基準として計画的に施設の更 

新・改修を進めます。 

 

（３）施設整備計画（※年度別の更新計画は、P15を参照） 

 ①浄水・配水施設  

2013年度（平成25年度）に実施した水不足解消事業を最後に、当面は新たな水道施 

設の建設予定はありません。 

また、各浄水場のろ過池、配水池、浄水池等の施設の更新については、点検や補修 

を実施しながら延命化を図ります。 

 

②計測機器・電気設備等 

目標設定耐用年数を経過した老朽化している計測機器・電気設備等については、そ 

の重要度や老朽度から判断して更新を進めます。 

また、目標設定耐用年数経過前でも不具合が頻発する機器類は更新の対象とします。 

 

（４）管路更新計画 

本市の管路(導水管、送水管、配水管)の法定耐用年数※27(40年)を経過している 

割合は15.8％となります。 

管路は、目標設定耐用年数による更新としており、過去の漏水件数も少ないこと 

から、計画期間中は補修による延命化を図り、2030年度（令和12年度）以降から計 

画的に更新を進めます。   

 

※本市の法定耐用年数40年を経過している管路は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （平成30年度末現在） 
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耐用年数一覧表 

【施設】 

法　　定 目標設定

耐用年数 耐用年数

土　木 構造物、浄水施設 60 70

建　築 建物（鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄筋コンクリート） 50 70

付帯施設 フェンス 10 20

門扉 15 30

機　械 ポンプ設備 15 30

滅菌設備 10 25

薬品注入設備 7 15

膜ろ過設備 12 12

沈澱・ろ過池機械設備 20 30

電気･計装 受変電・配電設備 20 40

非常用電源設備 20 40

流量計、水位計、水質計器 10 25

監視制御設備、伝送装置 9 23

施設 分　　類

 
 

 

【管路】

法　　定 目標設定

耐用年数 耐用年数

ダクタイル鋳鉄管(K形)　良地盤 40 70

ダクタイル鋳鉄管(上記以外、A形、T形) 40 60

硬質塩化ビニール管(RRﾛﾝｸﾞ継手) 40 60

硬質塩化ビニール管(RR継手) 40 50

硬質塩化ビニール管(上記以外) 40 40

ポリエチレン管(高密度 熱融着継手) 40 60

ポリエチレン管(上記以外) 40 40

管　　種

ダクタイル鋳鉄管(NS形) 8040
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３）投資・財政計画（収支計画）のうち財源についての説明 
 

（１）財源の目標 

今後10年間においては人口減少による料金収入の減少が想定されます。 

一般会計からの繰入金による補てんを要する状況に変化はないものの、効率的な  

運営による経費削減や起債償還額の低減を進めることで、繰入金を抑制し経営の健 

全化に努めます。 

 

（２）収益的収入 

   収益的収入は「営業収益」と「営業外収益」の２つに区分されます。 

   「営業収益」の内訳は、料金収入が大半を占めており、それ以外に手数料を含ん 

でいます。 

料金収入は、2020年度（令和２年度）で３，２２７万円、2029年度（令和11年度） 

で３，１６０万８千円と推計しており、10年間の減少率は2.1％と予測しています。 

   「営業外収益」の内訳は、他会計補助金、長期前受金戻入、それ以外に他会計負 

  担金となっています。 

他会計補助金は減価償却費の増加に伴い2024年度（令和６年度）から増加となり、

他会計負担金は起債償還利子の減少に伴い減少傾向となります。 

 

（３）資本的収入 

収益的収入は、他会計出資金と企業債で占めており建設改良費と企業債償還金の 

財源となっています。 

 

 

４）投資・財政計画（収支計画）のうち投資以外の経費についての説明 
 

（１）職員給与費 

   現行の職員数に応じて給与費を推計しています。 

 

（２）維持管理費 

委託料、修繕費、動力費等の維持管理経費は、直近３年間の平均値で推計してい 

  ます。 

 

（３）減価償却費 

2023年度（令和５年度）、2024年度（令和６年度）の建設改良費の増加に伴い、 

2024年度（令和６年度）以降増加傾向となります。 
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５）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
 

（１）投資についての検討状況等 
 

①施設・設備の廃止・統合（ダウンサイジング※28） 
 
給水人口の減少による水需要の状況を踏まえ、施設・設備の休止又は廃止の検討を 

進めます。 

また、将来的な水道事業との事業統合に向けて協議します。 

 

②施設・設備の長寿命化等の投資の平準化 
 
老朽化した施設は、維持・補修を行いながら延命化を図ります。 

 

③広域化 
 
将来的に給水収益が減少し限られた職員数で事業運営を行わなくてはならないこ 

とが予想されるため、広域化についても検討を行い効率的な事業運営を目指していく 

必要があります。 

北海道が主催する検討会に参加し、他自治体とともに広域化における必要性やメリ 

ットについて協議・検討を進めます。 

 

④民間の資金・ノウハウ等の活用 
   

現在のところ導入の計画はありませんが、今後の状況によっては制度や費用対効果

等の情報収集を行い検討することとします。 

 

 

（２）財源についての検討状況等 
 

①料 金 
 

現在の料金体系を維持することとしますが、今後の状況によっては料金統一を行っ

た水道事業とともに、料金改定の必要性や実施時期について検討することとします。 

 

②企業債 
 
施設整備更新計画に基づき、2023年度（令和５年度）、2024年度（令和６年度）に 

企業債の借り入れを予定しています。 

 

 ③繰入金 
 
一般会計からの繰入金は、地方公営企業繰出金の通知に基づき、基準に該当する基 

準内と基準外の繰入があります。料金収入の減少が予測される中、経費の削減等によ  

り基準外繰入金の減少に努めます。 
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６．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 
 

目標の達成と事業の計画的・効率的な実行のためには、ＰＤＣＡサイクル※29に基づ

く適切な事後検証が必要となります。 

計画期間内は毎年度進捗管理（モニタリング）を行い経営状況を確認し、収支計画と

の乖離や内容の整合性を検証するとともに、必要に応じて見直し（ローリング）を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<  PLAN > 

計画 の 策定 

 経営戦略 の 策定

<  DO > 

事業 の 推進 

 事業 の 実施

 料金改定等 の 実施 

< CHECK > 

目標達成状況 の 確認 

簡易水道事業会計決算 

  キャッシュフロー残高 

< ACTION >

改善 の 検討 

 投資計画 の 見直し

料金改定等の検討

経営戦略 の 策定

事業成果 の 整理 

情報公開・説明責任
情報 の収集

事業 ・計画へ
の反映

PDCA サイクル

[持続的発展]
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用 語 集 
 

 

※１ 簡易水道事業（かんいすいどうじぎょう） 

   簡易水道事業の用に供する水道をいい、計画給水人口が 5,000 人以下の水道をいう。 

 

※２ 事業認可（じぎょうにんか） 

         水道事業・水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣又は都道府県知事か

ら受ける認可をいう。事業認可は、行政法上の公企業の特許に相当するもので、認可を受け

ないと法の保護を受けることができない。また、事業の内容を変更する場合にも、変更認可

申請を行う必要がある。 

 

※３ 経営戦略（けいえいせんりゃく） 

2014 年（平成 26 年）８月に総務省が通知した「公営企業の経営に当たっての留意事 

項について」により、公営企業に策定が求められている経営の基本計画。公営企業が安定 

して事業を継続するために、中長期的な視点で経営の健全化を実現するためのもの。 

 

※４ 水道ビジョン（すいどうびじょん） 

安全な水を安定的に供給するため、水道事業の現状の課題を抽出し、具体的な施策を実施 

できるよう目指すべき将来像や目標を設定し、その実現方法を示したもの。 

 

※５ 浄水場（じょうすいじょう） 

浄水処理（水道水の精製。精製された水を浄水といいます。）に必要な設備がある施設。

原水水質により浄水方法が異なるが、一般に浄水場内の施設として、着水井、凝集池、 

沈澱池、ろ過池、薬品注入設備、消毒設備、浄水池、排水処理施設、管理室などがある。 

 

※６ 緩速ろ過（かんそくろか） 

   緩速ろ過法は、1 日 4～5ｍの遅い速度でろ過し、そのとき砂層表面や砂層内部に増殖し

た藻類や細菌などの生物によってつくられた粘質の膜(生物ろ過膜)によって水中の不純物

を除去する方法である。 

緩速ろ過池はその処理を行うための施設。 

 

※7 急速ろ過（きゅうそくろか） 

急速濾過法は、原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用いてまず凝集沈澱処理し、

残りの濁質を１日 120～150m の速い速度の急速濾過池で濾過し除去する方法であり、

その処理を行うための施設のこと。 

 

※8 膜ろ過（まくろか） 

逆浸透膜、限外濾過膜、精密濾過膜、イオン交換膜、透析膜などにより水中の不純物を

分離する処理方法。凝集などの前処理をしないで、原水をこれらの膜に通すことで清浄な

水を得ることができる。 
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※9 配水池（はいすいち） 

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時貯える池。配水池容量 

は、一定している配水池への流入量と時間変動する給水量との差を調整する容量、及び配 

水池より上流側の事故発生時にも給水を維持するための容量及び消火用水量を考慮し、一 

日最大給水量の12時間分を標準としている。 

 

※10 導水管（どうすいかん） 

   水道施設のうち、取水施設を経由した水を浄水場まで導く管路施設。 

 

※11 送水管（そうすいかん） 

   浄水場から配水池までに浄水を送る管路施設。 

 

※12 配水管（はいすいかん） 

   配水池から給水施設まで、浄水を送るための管路。 

 

※13 逓増制の料金体系（ていぞうせいのりょうきんたいけい） 

   従量料金について、使用水量が多くなるほど 1 ㎥当たりの料金が段階的に高くなる料金

体系のこと。主に消費の抑制や小口使用への配慮を目的としている。 

 

※14 目標設定耐用年数（もくひょうせっていたいようねんすう） 

地方公営企業法施行規則において、水道施設毎に減価償却費を算定するため法定耐用年数 

が定められているが、水道施設には法定耐用年数を超えても十分に使用できるものがあるた 

め、独自に定めた施設毎の目標とする使用年数。 

この年数に基づき計画的な更新を実施していくこととしている。 

 

※15 給水区域内人口（きゅうすいくいきないじんこう） 

水道事業者が認可を受け、一般の需要に応じて給水サービスを行うこととした区域内の居 

住人口のこと。 

 

※16 給水普及率（きゅうすいふきゅうりつ） 

給水区域内の人口に対する水道を利用している人口の割合。 

 

※17 給水人口（きゅうすいじんこう） 

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者 

や観光客は給水人口には含まれない。水道法に規定する給水人口は、事業計画において定め 

る給水人口（計画給水人口）をいう。 
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※18 水需要の予測（みずじゅようのよそく） 

過去の給水実績に基づき、社会・経済の動向や都市の特性に留意し、将来の需要水量を推 

計すること。 

 

※19 有収水量（ゆうしゅうすいりょう） 

料金徴収の対象となった水量及び他会計等から収入のあった水量。料金水量、他水道事業 

への分水量、そのほか公園用水、公衆便所用水、消防用水などで、料金としては徴収しない 

が、他会計から維持管理費としての収入がある水量をいう。 

 

※20 一日平均給水量（いちにちへいきんきゅうすいりょう） 

   年間総給水量を年日数で除したものを一日平均給水量（㎥/日）といい、これを給水人口

で除したものを一人一日平均給水量（Ｌ/人/日）という。 

 

※21 一日最大給水量（いちにちさいだいきゅうすいりょう） 

   年間の一日給水量のうち最大のものを一日最大給水量（㎥/日）といい、これを給水人口

で除したものを一人一日最大給水量（Ｌ/人/日）という。 

 

※22 収益的収支（しゅうえきてきしゅうし） 

企業の経常的経営活動に伴い発生する収入とこれに対応する支出をいう。資本的収入及

び支出とともに、予算事項の一つである「予定収入及び予定支出の金額」を構成する（地

公企令 17 条１項２号）。収益的収入には給水サービスの提供の対価である料金などの給

水収益のほか、土地物件収益、受取利息などを計上し、収益的支出には給水サービスに必

要な人件費、物件費、支払利息などを計上する。発生主義に基づいて計上されるため、収

益的支出には減価償却費などのように現金支出を伴わない費用も含まれる。 

 

※23 長期前受金戻入（ちょうきまえうけきんれいにゅう） 

減価償却が取得経費を使用期間全体に費用を割り振る一方、自己資金以外の国庫補助金

等の財源を収益として割り振ることです。長期前金戻入は、あくまでも帳簿上の処理で、

収益上、実際の現金収入はありません。 

 

※24 減価償却費（げんかしょうきゃくひ） 

固定資産は、使用によってその経済的価値を減少していくが、この減少額を毎事業年度

の費用として配分すること。 

減価償却は、取得原価を耐用年数にわたって徐々に費用化するものであるが、一定の方

法により計画的、規則的に行わなければならない（地公企則６条）。これによって固定資

産に投下された資本を回収するもので、この計上額が企業内に留保されるという財務的効

果が現れる。 
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※25 資本的収支（しほんてきしゅうし） 

収益的収入及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として建

設改良及び企業債に関する収入及び支出である。収益的収支とともに予算事項の一つであ

る「予定収入及び予定支出の金額」を構成する（地公企令 17 条１項２号）。 

資本的収入には企業債、出資金、国庫補助金などを計上し、資本的支出には建設改良費、

企業債償還金などを計上する。 

資本的収入が支出に対して不足する場合には、損益勘定留保資金などの補てん財源で補

てんするものとされている。 

 

※26 建設改良費（けんせつかいりょうひ） 

資本的支出として４条予算に計上される、固定資産の新規取得またはその価値の増加の

ために要する経費で、経営規模の拡充を図るために要する諸施設の建設整備などのための

ものである。 

※27 法定耐用年数（ほうていたいようねんすう） 

地方公営企業法施行規則に定められている施設毎に、減価償却費を算定するための期間 

（年数）のこと。 

 

※28 ダウンサイジング（だうんさいじんぐ） 

人口減少などにより将来の水需要の減少が予測される中、将来的に必要な供給能力に見合 

う施設サイズに合わせていくために、抜本的な施設規模の適正化を図る手法。 

 

※29 PDCA サイクル（ぴーでぃーしーえーさいくる） 

マネジメントサイクルの 1 つで、計画（ＰＬＡＮ）、実行（ＤＯ）、評価（ＣＨＥＣＫ）、

改善（ＡＣＴＩＯＮ）のプロセスを順に実施する。このらせん状のプロセスを繰り返すこ

とによって、品質の維持・向上および継続的な業務改善活動を推進するマネジメント手法

がＰＤＣＡサイクルである。 
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